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  このことについて、下記のとおり扱いを定めたので、適切に処理してく
ださい。

                                   記

１  防止工法は協議事項とする。
    なお、防止工法は別紙事例等を参考に検討するものとする。

２  防止工事費は、設計変更により仮設費として計上する。

３  現場説明書の特記事項（施工条件明示事項）中、濁水処理の項目に次
  のとおり明記する。
    「工事で発生する濁水に対しては濁水処理を行うものとし、その工法・
  費用については、別途協議するものとする。」
                                　　　　　　　　　　   （別紙省略）


